
 

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

３,４０３ ６,８７７ １０,３２０ １５,１６７ ２２,０６２ ２４,３５０ ２６,８４９ 

【単位 ： 円】 

○ 月の途中で利用を開始または、終了した場合は日割り計算となります。 

○ 月の途中で要介護度（要支援）が変更になった場合も日割り計算となります。 

○ 「みつば」の利用登録中は、他の介護保険サービスを利用することができません。 

（福祉用具レンタル等の一部サービスを除く） 

 

日割り計算時の料金表 （日額） 

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１１２ ２２６ ３３９ ４９９ ７２６ ８０１ ８８３ 

【単位 ： 円】 

介護保険１割負担額 

ご利用者様の身体状況・当施設の運営体制により加算させていただく料金です。 

項 目 金 額 算定条件 

初期加算 ３０ 円 日
額

利用を開始した日から３０日間 

病院に１ヶ月以上入院した後に利用を再開した場合 

認知症加算 
Ⅰ ８００ 円 

月 
 
 
 

額 

認知症自立度がⅢ・Ⅳ・Ｍと判定された方 

Ⅱ ５００ 円 要介護２で認知症自立度がⅡと判定された方 

看護職員配置加算 
Ⅰ ９００ 円 常勤の看護師を１名以上配置した場合 

Ⅱ ７００ 円 常勤の准看護師を１名以上配置した場合 

サービス提供体制加算 

Ⅰ ５００ 円 介護福祉士の資格を持つ職員を４０％以上配置した場合 

Ⅱ ３５０ 円 常勤職員を６０％以上配置した場合 

Ⅲ ３５０ 円 勤続年数３年以上の職員を３０％以上配置した場合 

総合マネジメント体制強化加算 １０００ 円  

処遇改善加算 Ⅱ ４.２％  所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数 

人件費割合（１単位）  ×１０.１７  地域区分７級地 

 

○ 認知症自立度は、要介護認定の際に使用した主治医意見書をもとに判定します。 

介護保険１割負担額 

料 金 表



項 目 金 額 摘  要 

宿泊費 １，５００ 円 １泊 
寝具代・水道光熱費・施設利用料 

２１時～翌朝６時の間に利用した場合に算定。 

食事代 

朝 ３００ 円 

１ 

食 

 

昼 ５００ 円 おやつ代を含む 

夕 ５００ 円  

おやつ ５０ 円 おやつのみの場合 

自己負担 実費相当 お好みに合わせて食事を提供した場合 

昼食代 （出前の日） 実費相当 昼食に出前食を実施した場合 

入浴消耗品費 ５０ 円 １回 石鹸・シャンプー代 （個人持込の場合は除く） 

洗濯代 ２００ 円 １回  

教養娯楽費 ２００ 円 月額 
レクリエーションの材料費等  

通い・泊りサービス利用時に頂きます。（参加者を対象） 

行事参加費 実費相当 外出行事等、当施設が企画した行事で実費が発生した場合 

電気製品持込使用料 ３０ 円 日額 電気製品１つにつき加算 

エアーマット電気代 ２０ 円 日額 エアーマット使用時 

理美容サービス 実費相当  

病院受診送迎代 実費相当 ５km まで１，８４０円、以降１km 毎に２０円を加算 

送迎代（通所時以外） 実費相当 病院受診以外で外出した場合  金額計算は病院受診と同額 

訪問サービス交通費 実費相当 訪問サービスで買い物支援をした場合  １km 毎に２０円 

リハビリパンツ代 １００ 円 １枚  

パット代 ４５ 円 １枚  

オムツ代 １２０ 円 １枚  

コピー代 １０ 円 １枚  

○ 上記の他に、当施設で立替金が発生した場合は、実費相当額としてご請求させていただきます。 

お問合せ ・ ご連絡先

料金シミュレーション 要支援 １・２  要介護 １・２・３・４・５ 利用開始日   月   日 

介護度（   ） １割負担額 円 宿泊費 １泊１５００円 円

医療連携加算Ⅰ ９００ 円 食事代 ３食で１３００円 円

認知症加算Ⅰ・Ⅱ ８００・５００ 円 入浴・洗濯 １回５０円・２００円 円

マネジメント加算 月１０００円 円 教養娯楽費 月２００円 円

初期加算 １日３０円 円 オムツ代  円

処遇改善加算（4.2％） 合計単位数に 円 その他の実費       円

地域区分７級地（×10.17） 合計金額に   

社会福祉法人 河内厚生会 

地域密着型介護施設 みつば 
〒300-0607  茨城県稲敷市光葉１１－２２        


